
 

公会堂 

利用料金の限度額  

時間 

 

 

 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

備考 
午 前 ９ 時

から 

正午まで 

午 後 １ 時

から 

午 後 ４ 時

まで 

午 後 ５ 時

から 

午 後 ９ 時

まで 

午 前 ９ 時

から 

午 後 ９ 時

まで 

  円 円 円 円  

大ホール 

平日 8,460 14,260 18,280 41,000 控 室 を 含

む。 日曜日、土曜

日及び休日 
11,280 19,020 24,380 54,680 

２階東応接室  840 840 1,100 2,780  

２階西応接室  840 840 1,100 2,780  

３階東応接室  1,380 1,380 1,860 4,620  

３階西応接室  840 840 1,100 2,780  

楽屋 1,140 1,140 1,520 3,800  

リハーサル室(１) 660 660 880 2,200  

リハーサル室(２) 760 760 1,000 2,520  

リハーサル室(３) 760 760 1,000 2,520  

備考 

１  休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第178号）に規定する休日を

いう。 

２ この表の時間外において利用するときの利用料金は、１時間につき（１時間に満

たないときは、１時間とみなす。）、その利用が午前９時以前のときは午前の、

午後９時以後のときは夜間の時間区分の１時間に相当する額（その額に 100円未満

の端数を生じたときは、これを 100円に切り上げる。）とする。  

３ 入場料又は会費の類を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の倍額とする。  

４ 収益を目的として入場料若しくは会費の類を徴収する場合又は企業活動に利用す

る場合の利用料金は、当該利用料金の３倍の額とする。  

５ 練習又は準備のため大ホールを利用する場合の利用料金は、当該利用料金の５割

に相当する額とする。 

 


